
第22期定時株主総会招集ご通知… ………………………… 1
株主総会参考書類…………………………………………… 5
事業報告………………………………………………………11
連結計算書類………………………………………………24
計算書類………………………………………………………26
監査報告書……………………………………………………28

目 次

定時株主総会招集ご通知
第22期

2023年12月15日（金曜日）午前10時
… （受付開始 午前9時）

開催日時

京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580番地
京都東急ホテル 2階 葵の間

開催場所

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）７名選任の件

■ 議 案

証券コード：6677

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。

2023年12月14日（木曜日）午後５時まで
書面またはインターネットによる議決権行使期限
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(証券コード 6677)
2023年11月29日

株 主 各 位
京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２

代表取締役社長 石 田 昌 德

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第22期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.sk-el.co.jp/ir/stocks.html

また、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。
以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（エスケーエレクト
ロニクス）または証券コード（6677）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択
のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述の「議決権行使についてのご案
内」に従いまして、2023年12月14日（木曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。

敬 具
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記
１．日 時 2023年12月15日（金曜日）午前10時
２．場 所 京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580番地

京都東急ホテル ２階 葵の間
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第22期（2022

2023
年
年

10
９

月
月

１
30

日から
日まで）事業報告、連結計算書類ならびに

会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第22期（2022

2023
年
年

10
９

月
月

１
30

日から
日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第16条第２項の規定に基づき、書

面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際して、監査等委員会および会計監査人が
監査をした書類の一部であります。
・ 事業報告の「会社の体制および方針」
・ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
・ 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイ
トに修正内容を掲載させていただきます。このほか、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合も、前記イ
ンターネット上の当社ウェブサイトにてご案内させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期
限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案
に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

行使期限 2023年12月14日（木曜日）午後５時まで

インターネットによる議決権行使

次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、
議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否
をご入力ください。
スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください。

行使期限 2023年12月14日（木曜日）午後５時まで

当日ご出席による議決権行使

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会開催日時 2023年12月15日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前９時予定）

■ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決
権行使としてお取扱いいたします。

■ インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお
取扱いいたします。
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議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

株主番号
〇〇〇〇〇 1.

2.

3.
見本

インターネットによる
議決権行使に関するお問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート
0120 652 031［受付時間（午前９時～午後９時）］

❶ウェブサイトへアクセス ❷議決権行使コードを
入力し、ログイン

❸パスワードの入力 ❹以降は画面の入力
案内に従って賛否
をご入力ください。

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。
❶議決権行使書用紙右下の
QRコードを読み取って
ください。

❷ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更さ
れる場合、再度QRコードを読み取り、議決権
行使書用紙に記載の議決権行使コードおよび
パスワードをご入力いただく必要があります。

がトイサブェウ使行権決議、はてっよに種機の用使ごやスビーサの入加ご、境環用利トッネータンイの様主株・
ご利用いただけない場合もあります。

話電(金料信通のへ者業事信通びよお金料続接のへダイバロプの際くだたい用利ごをトイサブェウ使行権決議・
料金等)は、株主様のご負担となります。

※「QRコード」は株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。

ご注意

インターネットによる議決権行使のご案内

当社指定の議決権行使ウェブサイトに以下のいずれかの方法でアクセスし、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。
行使期限 2023年12月14日（木曜日）午後５時まで

（議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使してくださいますようお願い申しあげます。）
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと考え、経営基盤の強化を図り

つつ、積極的に成長分野への投資を行うことで、継続的な企業価値の向上と株主の皆様への
安定的かつ継続的な利益配分を実現することを基本方針としております。配当につきまして
は、当社の財政状態、中長期的な成長投資計画等を勘案したうえで、連結配当性向50％を目
指してまいります。
当期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、１株につき162円といたしたい

と存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき162円
配当総額 1,697,795,316円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月18日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい

て同じであります。）全員（７名）は任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任
をお願いするものであります。なお、本議案については、委員の過半数を独立社外取締役と
する指名・報酬委員会による諮問を経て決定しており、また、監査等委員会から取締役候補
者全員について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位および担当 取締役会出席状況

１
いし だ まさ のり

石 田 昌 德 再任 代表取締役社長 100％
（13回/13回）

２
いし だ けい すけ

石 田 敬 輔 再任 取締役相談役 92.3％
（12回/13回）

３
うえ の とく お

上 野 篤 雄 再任
取締役
フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長

100％
（13回/13回）

４
むかい だ やす ひさ

向 田 泰 久 再任 取締役
経営戦略室担当

100％
（13回/13回）

５
はし もと まさ のり

橋 本 昌 典 再任
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当

100％
（13回/13回）

６
あ べ わ か

阿 部 和 香 再任
取締役
新領域創造室担当
ソリューション事業部担当

100％
（13回/13回）

７
おく だ まさ お

奥 田 正 男 再任 取締役
管理本部担当

100％
（13回/13回）

2023年11月13日 18時13分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



7

1
いし だ まさ のり

石田 昌德 （1969年９月10日生） 再任

■所有する当社株式の数

310,800株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1992 年 ４月 大日本スクリーン製造株式会社（現株式会社SCREENホールディングス）入社
1997 年 ７月 株式会社写真化学入社
2000 年 ６月 同社取締役
2001 年10月 当社取締役
2002 年 ５月 頂正科技股份有限公司董事長
2003 年10月 当社常務取締役
2005 年11月 SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
2008 年10月 当社専務取締役
2010 年 ９月 愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長
2011 年10月 当社代表取締役社長（現任）
2013 年 １月 愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長

取締役候補者とした理由
石田昌德氏は、当社グループの業務全般に精通しており、代表取締役社長に就任以降、優れたリーダーシップにより当社グ
ループの経営を牽引しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、
選任をお願いするものであります。

2
いし だ けい すけ

石田 敬輔 （1945年12月23日生） 再任

■所有する当社株式の数

300,200株

■取締役会出席状況

92.3％（12回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1967 年 ２月 石田旭山印刷株式会社（現株式会社写真化学）取締役
1975 年 ４月 DS.AMERICA INC.副社長
1978 年 ６月 株式会社写真化学代表取締役社長
1996 年 ４月 同社代表取締役会長
2000 年 ４月 同社代表取締役会長兼社長
2001 年10月 当社取締役会長
2005 年 ６月 株式会社堀場製作所社外監査役
2016 年10月 当社取締役相談役（現任）
2019 年 ４月 株式会社写真化学代表取締役会長
2021 年 ６月 同社取締役会長（現任）
〔重要な兼職の状況〕

株式会社写真化学取締役会長

取締役候補者とした理由
石田敬輔氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役相談役として、当社経営の監督面で重要な
役割を担っております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、選任をお
願いするものであります。
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3
うえ の とく お

上野 篤雄 （1961年12月20日生） 再任

■所有する当社株式の数

8,200株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1987 年 ４月 株式会社写真化学入社
2007 年10月 当社営業本部長
2008 年10月 当社執行役員
2010 年 ５月 頂正科技股份有限公司総経理
2013 年11月 同社董事長
2013 年12月 当社取締役フォトマスク事業本部担当

フォトマスク事業本部長（現任）
2020 年12月 SKE KOREA CO.,LTD.代表理事（現任）
2021 年 １月 愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長（現任）
〔重要な兼職の状況〕

SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長

取締役候補者とした理由
上野篤雄氏は、営業部門や海外子会社経営における豊富な経験と実績に基づき、当社の主力事業であるフォトマスク事業を
牽引しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、選任をお願い
するものであります。

4
むかい だ やす ひさ

向田 泰久 （1962年５月22日生） 再任

■所有する当社株式の数

2,200株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1986 年 ４月 日本生命保険相互会社入社
2006 年 ３月 同社福井支社支社長
2009 年 ３月 同社東京西支社支社長
2011 年 ３月 同社本店法人営業第一部法人営業部長
2014 年 ４月 当社顧問
2014 年10月 当社執行役員
2015 年10月 当社執行役員管理本部長
2015 年12月 当社取締役管理本部担当管理本部長
2017 年10月 当社取締役管理本部担当
2017 年12月 当社取締役経営戦略室担当（現任）

取締役候補者とした理由
向田泰久氏は、金融機関在職時における豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社の経営戦略を管掌しております。引き続き、
取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、選任をお願いするものであります。
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5
はし もと まさ のり

橋本 昌典 （1962年２月13日生） 再任

■所有する当社株式の数

6,200株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1991 年 ２月 株式会社写真化学入社
2013 年 ４月 当社生産本部長
2013 年10月 頂正科技股份有限公司総経理
2016 年10月 当社フォトマスク事業本部生産本部長
2019 年10月 当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
2019 年12月 当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長
2020 年10月 当社取締役知財グループ担当フォトマスク事業本部生産本部長
2022 年10月 当社取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当（現任）

取締役候補者とした理由
橋本昌典氏は、技術部門や海外子会社経営における豊富な経験と実績に基づき、当社フォトマスク事業の国内生産全般、技
術開発および知的財産管理を管掌しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資
すると判断し、選任をお願いするものであります。

6
あ べ わ か

阿部 和香 （1972年６月15日生） 再任

■所有する当社株式の数

102,700株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

2004 年 ３月 当社入社
2013 年 ４月 当社経営戦略室副室長
2014 年 ４月 株式会社写真化学入社
2014 年 ６月 同社取締役
2019 年11月 当社顧問
2019 年12月 当社取締役事業開発室担当
2021 年 ６月 株式会社アイティフォー社外取締役（現任）
2022 年 ４月 当社取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当（現任）
〔重要な兼職の状況〕

株式会社アイティフォー社外取締役

取締役候補者とした理由
阿部和香氏は、当社における新規事業の立ち上げの経験や、他社の取締役としての豊富な経験と実績に基づき、当社の新規
事業開発を牽引しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、選
任をお願いするものであります。
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7
おく だ まさ お

奥田 正男 （1962年12月16日生） 再任

■所有する当社株式の数

1,500株

■取締役会出席状況

100％（13回/13回）

■略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1985 年 ４月 株式会社京都銀行入行
2004 年10月 同行富野荘支店長
2006 年 ９月 同行八尾支店長
2009 年 １月 同行寝屋川支店長
2010 年12月 同行西院支店長
2014 年 ６月 同行執行役員個人営業部長
2015 年 ６月 同行執行役員営業統轄部長
2017 年 ６月 同行執行役員監査部長
2020 年 ７月 当社顧問
2020 年12月 当社取締役管理本部担当（現任）

取締役候補者とした理由
奥田正男氏は、金融機関在職時における豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社の管理部門全般を管掌しております。引き
続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断し、選任をお願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三

者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害
を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険
者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定であります。

以 上
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事 業 報 告
（2022年10月１日から2023年９月30日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過および成果
（1）事業の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
が５類に引き下げられたことで、国内における行動制限解除や海外からの入国制限の緩和など
により、経済活動に緩やかな回復の動きが見られたものの、ロシア・ウクライナ情勢に端を発
した資源・エネルギー価格の高騰、インフレ抑制のための欧米各国での政策金利の引き上げ、
それに伴う急激な為替変動などの影響を受け、先行き不透明な状況で推移いたしました。
フラットパネルディスプレー業界におきましては、液晶パネルメーカーの量産ラインで引き

続き生産調整が行なわれたことで、パネルの需給バランスが改善し、2021年夏から下落が続い
ていた液晶パネルの価格も、一部の製品で緩やかな上昇が見られました。有機ＥＬパネルにつ
きましては、世界各国の携帯電話メーカーが、スマートフォンの新機種開発を行ったため、韓
国、中国のパネルメーカーにおいて、パネル開発が活況を呈しました。また、中国では、第６
世代の液晶パネル工場が新たに着工され、韓国では第8.6世代有機ＥＬパネル工場の新設計画、
日本では新方式の有機ＥＬパネルの量産計画が発表されました。
このような状況の中、当連結会計年度における当社グループの売上高につきましては、281

億13百万円（前期比13.0％増）となり、過去最高を記録しました。利益につきましては、営業
利益47億79百万円（前期比25.2％増）、経常利益50億22百万円（前期比16.7％増）、親会社株
主に帰属する当期純利益33億84百万円（前期比1.9％増）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。なお、売上高はセグメント間取引の相殺消去
後の数値となります。

（大型フォトマスク事業）
大型フォトマスク事業では、有機ＥＬパネル用は、韓国、中国市場においてスマートフォン

向けに需要が増加し、液晶パネル用は、ＩＴ製品、車載パネル、ＶＲデバイス向けに需要が増
加しました。これにより、売上高、営業利益とも、前期を上回る結果となりました。

区 分
第 21 期

（2021
2022

年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

第22期(当連結会計年度)
（2022

2023
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで） 増 減 率

売 上 高 24,815百万円 28,044百万円 ＋13.0％

営 業 利 益 4,066百万円 5,074百万円 ＋24.8％
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（ソリューション事業）
ソリューション事業では、ＲＦＩＤ分野の売上が減少したものの、ヘルスケア分野の売上が

増加したため、事業部門全体では増収となりました。一方、営業利益は、新たな収益基盤構築
のための費用が増加したことなどから、損失が拡大しました。

区 分
第 21 期

（2021
2022

年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

第22期(当連結会計年度)
（2022

2023
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで） 増 減 率

売 上 高 60百万円 68百万円 ＋12.0％

営 業 損 失 (△) △248百万円 △294百万円 ー

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資は総額11億21百万円であり、その主なものは

当社および連結子会社における大型フォトマスクの高精細化に係るものであります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金につきましては、当社においては主に自己資金および銀行借入金

により、連結子会社においては主に自己資金により賄っております。

（4）対処すべき課題
当社グループは、「エレクトロニクスとテクノロジーの力で社会に貢献する」をパーパスとし

て掲げ、持続的な「企業価値向上」と「株主価値向上」を目指しております。中長期的な経営
指標の目標を「営業利益率 20％以上」「ＲＯＥ 15％以上」「売上総資産回転率 1.0以上」と定
め、その実現に向け、次の４項目の経営課題に取り組んでまいります。
① 既存フォトマスク事業における収益力の向上

フラットパネルディスプレー業界におきましては、有機ＥＬパネル、液晶パネルともに高
精細化や高機能化、製品ラインナップの拡充に向けた開発が引き続き行われる見込みです。
また、今後もパネル工場の新設が計画されております。このような状況の中、パネルメーカ
ーからの高精度、高精細なフォトマスク技術への期待はさらに高まり、特にスマートフォン
向けに有機ＥＬパネル用のフォトマスク需要は増加すると想定しております。これらの需要
を獲得するため、生産能力の向上と高精細対応を目的とした成長投資を行い、収益力の向上
を図ってまいります。
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② 新規事業立ち上げによる収益基盤の拡大
フォトマスク事業に次ぐ新たな事業として、現在、ＲＦＩＤ分野、ヘルスケア分野に挑戦

し、早期黒字化を目指しております。ＲＦＩＤ分野では「エクストリームタグ」、ヘルスケア
分野では「デジタルコルポスコープＱ－ＣＯ」や「電気刺激装置ＷＩＬＭＯ」の拡販に努め、
取扱製品拡充や新たな自社製品の開発などにも取り組んでまいります。また、新たな領域へ
の参入、Ｍ＆Ａについても検討を進めてまいります。
③ 関連子会社によるグループ力の向上

台湾、中国、韓国の各子会社において、フォトマスク事業の既存顧客に対するシェア向上
と新規取引先の開拓に取り組むとともに、ヘルスケア分野の製品販路拡大を推進することに
より、当社グループとしての総合力の向上を目指してまいります。
④ 持続的成長を支える経営基盤の強化

当社グループの今後の成長を促し企業価値を向上させるために、コーポレート・ガバナン
スの強化とともに、人材育成、環境負荷低減、事業による社会貢献などに取り組んでまいり
ます。特に人材については、持続的な成長の源泉であると考えており、経営を担える人材、
専門性を有するプロフェッショナルな人材の獲得や育成に注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあ
げます。

2023年11月13日 18時13分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



14

２．財産および損益の状況の推移
（単位：千円）

区 分
第 19 期

（2019
2020

年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

第 20 期
（2020

2021
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

第 21 期
（2021

2022
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

第22期(当連結会計年度)
（2022

2023
年
年
10
９

月
月

１
30

日から
日まで）

売 上 高 19,104,575 20,440,087 24,876,511 28,113,010

経常利益又は経常損失(△) △708,060 1,371,430 4,302,249 5,022,715

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △971,835 1,072,375 3,320,380 3,384,924

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) △92円67銭 102円24銭 317円53銭 325円96銭

純 資 産 22,385,369 24,379,727 28,599,368 31,620,240

総 資 産 31,778,761 32,884,749 39,447,649 41,813,070

（注）1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行済株式
総数により算出しております。

2. 第21期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用し
ており、第21期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記
載しております。

３．重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

頂正科技股份有限公司 931百万NT$ 100％ 大型フォトマスクの製造・販売

SKE KOREA CO.,LTD. 1,100百万KRW 100％ 大型フォトマスクの販売

愛史科電子貿易（上海）有限公司 100百万円 100％ 大型フォトマスク、その他電子製品
の販売

（注）1. 新台湾ドルは、NT$と表示しております。
2. 韓国ウォンは、KRWと表示しております。

４．主要な事業内容
当社グループは、当社のほか、連結子会社の頂正科技股份有限公司、SKE KOREA CO.,LTD.、

および愛史科電子貿易（上海）有限公司により構成されており、大型フォトマスクの設計・製
造・販売等を主要な事業内容としております。
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５．主要な事業所

株式会社
エスケーエレクトロニクス

本 社 京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２

京 都 工 場 京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城62番地１

滋 賀 工 場 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘38番

頂 正 科 技 股 份 有 限 公 司
本 社 工 場 南部科學園區台南市善化區環東路２段45號

台 北 支 社 台北市中山區中山北路二段96號Ｎ517室（嘉新第二大楼）

SKE KOREA CO.,LTD. 本 社 忠淸南道天安市西北区東西大路129-12番地５階505号

愛史科電子貿易（上海）有限公司 本 社 上海市長寧区古北路666号 嘉麒大厦1901Ａ号室

６．従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

380名 ６名増 41.3歳 11.0年

（注）従業員数には、臨時従業員126名（期中平均雇用人員）は含んでおりません。

７．主要な借入先の状況
（単位：千円）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 京 都 銀 行 672,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 304,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 272,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 160,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 144,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 48,000

８．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ 株式に関する事項
１．発行可能株式総数 32,760,000株
２．発行済株式の総数 11,368,400株
３．株主数 7,188名
４．大株主

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）
株 式 会 社 写 真 化 学 883,200 8.42

株 式 会 社 ニ コ ン 568,400 5.42

株 式 会 社 京 都 銀 行 356,200 3.39

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 315,000 3.00

石 田 昌 德 310,800 2.96

石 田 敬 輔 300,200 2.86

株 式 会 社 石 田 産 業 277,400 2.64

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 251,200 2.39

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 226,100 2.15

京 銀 リ ー ス ・ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 221,200 2.11

（注）1. 当社は、自己株式888,182株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、自己
株式には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式95,900株は含めておりません。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

５．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

６．その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

Ⅲ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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Ⅳ 会社役員に関する事項
１．取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 石 田 昌 德

取 締 役 相 談 役 石 田 敬 輔 株式会社写真化学取締役会長

取 締 役 上 野 篤 雄
フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
愛史科電子貿易（上海）有限公司董事長

取 締 役 向 田 泰 久 経営戦略室担当

取 締 役 橋 本 昌 典
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当

取 締 役 阿 部 和 香
新領域創造室担当
ソリューション事業部担当
株式会社アイティフォー社外取締役

取 締 役 奥 田 正 男 管理本部担当

取 締 役
（常勤監査等委員） 前 野 隆 一

取 締 役
（監査等委員） 中 野 雄 介

公認会計士
中野公認会計士事務所所長
清友監査法人代表社員
NISSHA株式会社社外監査役
三洋化成工業株式会社社外監査役

取 締 役
（監査等委員） 佐々木 真一郎

弁護士
佐々木総合法律事務所所長
日東化成株式会社社外監査役
株式会社エスユーエス社外監査役

取 締 役
（監査等委員） 立 石 知 雄

株式会社キョーエン代表取締役
株式会社ビューケン取締役
株式会社桑山監査役
株式会社エスユーエス社外取締役
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（注）1. 中野雄介、佐々木真一郎および立石知雄の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ
り、当社は、東京証券取引所に対し、各氏を独立役員として届け出ております。

2. 充実した情報収集および内部監査部門等との連携により、監査等委員会による監査・監督機能を強
化するため、前野隆一氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3. 監査等委員である取締役中野雄介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する
相当程度の知見を有しております。

4. 2022年12月16日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって、堀修史および榮川和広の両氏は任
期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました。

5. 2022年12月16日開催の第21期定時株主総会において、監査等委員である取締役に佐々木真一郎お
よび立石知雄の両氏が選任され、就任いたしました。

6. 監査等委員である取締役中野雄介氏は、2023年11月１日付で清友税理士法人代表社員に就任いた
しました。

２．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役中野雄介、佐々木真一郎および立石知雄の各氏との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

３．補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することにな
る損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険
契約の被保険者は、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役、
執行役員、子会社の役員および会計監査人であり、すべての被保険者について、その保険料を全
額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害は当該保険契約により填補
されません。
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５．取締役の報酬等
（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本号において同じ。）の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を、社外取締役による確認を経て、
2021年２月８日開催の当社取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬は、当該事業年度の業績を勘案しつつ、取締役に求められる能力、責任

や将来の企業価値向上に向けた職責、ならびにこれまでの経歴や職歴、職務等を考慮し、社員
の処遇との整合性も含めて、社外取締役による確認を経たうえで、総合的に適正な報酬額を決
定することを基本方針としており、具体的には、固定報酬である「基本報酬」および業績連動
報酬等である「賞与」の２つの金銭報酬と、非金銭報酬等である「株式報酬」により構成され
ております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の決定方針に従い、基本報酬について

は役位に応じて決定した額を、賞与および株式報酬は後記の方法で算出した額を支給しており、
当社取締役会は、当該内容が上記決定方針に沿うものと判断しております。
なお、当社は、2023年８月14日開催の取締役会において、2023年10月１日より、取締役

会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、併せて上記決定方針の内容を次のとお
り一部変更することを決議しております。当該取締役会決議に際しては、社外取締役による確
認を経ております。
＜基本方針＞
当社の取締役の報酬は、当該事業年度の業績を勘案しつつ、取締役に求められる能力、責任

や将来の企業価値向上に向けた職責、ならびにこれまでの経歴や職歴、職務等を考慮し、社員
の処遇との整合性も含めて、指名・報酬委員会による審議を経たうえで、総合的に適正な報酬
額を決定するものとします。

（2）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2018年12月21日開催の第

17期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主
総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名です。また、上記とは
別枠で、株式報酬を信託期間約５年間において210,000千円を上限に支給することを、同じく
2018年12月21日開催の第17期定時株主総会において決議いただいております。当該定時株主
総会終結時点の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）は６名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年12月21日開催の第17期定時株主総会に

おいて、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等
委員である取締役の員数は４名です。
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（3）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

（4）業績連動報酬等に関する事項
当社グループ全体の業績に対する連動性を高めるため、連結当期純利益を業績指標とし、こ

れに役位別の配分比率を乗じて算出された額を、賞与として毎年一定の時期に支給しておりま
す。なお、当事業年度における連結当期純利益の実績は、3,384,924千円であります。

（5）非金銭報酬等の内容
当社株式報酬制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、本信託とい

う。）が当社株式を取得し、当社が各取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除
く。以下、本号において同じ。）に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、本信託を
通じて各取締役に対して交付する制度であります。なお、交付時期は原則として取締役の退任
時となります。取締役に付与するポイント数は役位等に応じて決定され、その総数は１事業年
度あたり34,000ポイントを上限としております。

（6）取締役の報酬等の総額等
（単位：千円）

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く） 168,844 78,542 61,702 28,600 ７名

取締役（監査等委員）
（内社外取締役）

28,440
（14,400）

28,440
（14,400）

－
（－）

－
（－）

６名
（５名）

合 計 197,284 106,982 61,702 28,600 13名

（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等の額は、当事業年度に計上した取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を

除く。）に対する株式報酬制度に係る役員株式給付引当金への繰入額（株式報酬費用）であります。
3. 上記支給人員の合計は、実支給人数であります。
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６．社外役員に関する事項
（1）他の法人等との重要な兼職の状況および当社との関係

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当 社 と の 関 係

取 締 役
（監査等委員） 中 野 雄 介

中野公認会計士事務所所長 特別の関係はありません。

清友監査法人代表社員 特別の関係はありません。

NISSHA株式会社社外監査役 特別の関係はありません。

三洋化成工業株式会社社外監査役 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 佐々木真一郎

佐々木総合法律事務所所長 特別の関係はありません。

日東化成株式会社社外監査役 特別の関係はありません。

株式会社エスユーエス社外監査役 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 立 石 知 雄

株式会社キョーエン代表取締役 特別の関係はありません。

株式会社ビューケン取締役 特別の関係はありません。

株式会社桑山監査役 特別の関係はありません。

株式会社エスユーエス社外取締役 特別の関係はありません。

（2）主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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（3）当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 出 席 状 況 主な活動状況と社外取締役が果たすことが
期待される役割に対して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 中 野 雄 介

取締役会

監査等委員会

13/13回
（100%）

12/13回
（92.3%）

公認会計士としての専門的知識と経験に
基づき、取締役会において積極的に発言
を行ったほか、取締役の指名、報酬に関
する事項の検討に関与し、当社取締役会
の意思決定における適正性の確保および
業務執行に対する監督等、適切な役割を
果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 佐々木真一郎

取締役会

監査等委員会

10/10回
（100%）

10/10回
（100%）

弁護士としての専門的知識と経験に基づ
き、取締役会において積極的に発言を行
ったほか、取締役の報酬に関する事項の
検討に関与し、当社取締役会の意思決定
における適正性の確保および業務執行に
対する監督等、適切な役割を果たしてお
ります。

取 締 役
（監査等委員） 立 石 知 雄

取締役会

監査等委員会

10/10回
（100%）

10/10回
（100%）

企業経営者としての豊富な経験と高い見
識に基づき、取締役会において積極的に
発言を行ったほか、取締役の報酬に関す
る事項の検討に関与し、当社取締役会の
意思決定における適正性の確保および業
務執行に対する監督等、適切な役割を果
たしております。

（注）佐々木真一郎および立石知雄の両氏につきましては、2022年12月16日の就任後の状況を記載してお
ります。

（4）記載内容についての社外役員の意見
該当事項はありません。

Ⅴ 会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

PwC京都監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社の公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 24,800千円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,800千円
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（注）1. 上記報酬等の額は、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確
に区別することができないため、その合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について、会計監査人の監査計画、前事業年
度における職務の遂行状況、見積り額の妥当性等を考慮した結果、相当と判断し、同意いたしてお
ります。

3. 当社の連結子会社である頂正科技股份有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受け
ております。

３．会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）の内容
該当事項はありません。

４．責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

５．補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

６．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合

等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項と
することといたします。

７．連結子会社の会計監査人に関する事項
頂正科技股份有限公司の会計監査人 勤業衆信聯合会計師事務所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額および株数は、表示の数値未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

28,703,145
15,284,987
7,380,962
284,993
423,337

3,989,759
1,340,960

△1,855
13,109,925
11,989,401
3,008,899
4,628,970
1,667,702
2,353,594
330,235
63,866
63,866

1,056,656
640,758
136,605
279,392

△100

流 動 負 債 8,979,949
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,668,675
１年内返済予定の長期借入金 800,000
未 払 法 人 税 等 1,028,465
役 員 賞 与 引 当 金 61,702
そ の 他 2,421,106

固 定 負 債 1,212,881
長 期 借 入 金 800,000
役 員 株 式 給 付 引 当 金 121,850
そ の 他 291,031
負 債 合 計 10,192,830
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 28,549,743
資 本 金 4,109,722
資 本 剰 余 金 4,167,847
利 益 剰 余 金 21,348,162
自 己 株 式 △1,075,988

その他の包括利益累計額 3,070,496
その他有価証券評価差額金 417,405
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,655,699
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,608
純 資 産 合 計 31,620,240

資 産 合 計 41,813,070 負 債 及 び 純 資 産 合 計 41,813,070
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連 結 損 益 計 算 書
（2022年10月１日から2023年９月30日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 28,113,010
売 上 原 価 20,604,759
売 上 総 利 益 7,508,251
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,728,265
営 業 利 益 4,779,986
営 業 外 収 益
受 取 利 息 27,503
不 動 産 賃 貸 料 28,930
受 取 保 険 料 53,409
為 替 差 益 119,743
そ の 他 42,717 272,304
営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,464
不 動 産 賃 貸 原 価 8,171
支 払 手 数 料 9,938
そ の 他 0 29,575
経 常 利 益 5,022,715
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,563 1,563
税金等調整前当期純利益 5,021,152
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,632,928
法 人 税 等 調 整 額 3,299 1,636,228
当 期 純 利 益 3,384,924
親会社株主に帰属する当期純利益 3,384,924
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貸 借 対 照 表
（2023年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 21,367,638 流 動 負 債 7,386,841
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

11,888,698
114,646

5,184,106
202,059
367,988

2,511,357
64,829

1,036,152
△2,200

13,728,471
8,282,437
2,360,469

18,412
3,193,797

66,808
1,667,702
975,246
36,065
36,065

5,409,967
640,758

4,201,758
100,000
319,040
148,509

△100

支 払 手 形 2,634,456
買 掛 金 1,791,783
１年内返済予定の長期借入金 800,000
未 払 金 414,814
未 払 費 用 729,980
未 払 法 人 税 等 724,799
預 り 金 96,985
役 員 賞 与 引 当 金 61,702
そ の 他 132,319

固 定 負 債 960,232
長 期 借 入 金 800,000
役 員 株 式 給 付 引 当 金 121,850
そ の 他 38,382
負 債 合 計 8,347,073
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 26,334,239
資 本 金 4,109,722
資 本 剰 余 金 4,411,813
資 本 準 備 金 4,335,413
そ の 他 資 本 剰 余 金 76,400
利 益 剰 余 金 18,888,692
利 益 準 備 金 21,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 18,867,192
別 途 積 立 金 9,900,000
繰 越 利 益 剰 余 金 8,967,192

自 己 株 式 △1,075,988
評価・換算差額等 414,797
その他有価証券評価差額金 417,405
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,608
純 資 産 合 計 26,749,036

資 産 合 計 35,096,110 負 債 及 び 純 資 産 合 計 35,096,110
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損 益 計 算 書
（2022年10月１日から2023年９月30日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 21,680,523
売 上 原 価 16,541,112
売 上 総 利 益 5,139,410
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,218,926
営 業 利 益 2,920,484
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 2,726,296
不 動 産 賃 貸 料 28,930
技 術 指 導 料 66,528
為 替 差 益 70,764
そ の 他 28,649 2,921,168
営 業 外 費 用
支 払 利 息 9,052
不 動 産 賃 貸 原 価 8,171
そ の 他 0 17,224
経 常 利 益 5,824,428
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,563 1,563
税 引 前 当 期 純 利 益 5,822,865
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,247,773
法 人 税 等 調 整 額 △42,215 1,205,557
当 期 純 利 益 4,617,307
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年11月13日

株式会社エスケーエレクトロニクス
取 締 役 会 御 中

Ｐ ｗ Ｃ 京 都 監 査 法 人
京都事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭 一 郎
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 下 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニクスの2022年10月1日から

2023年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社エスケーエレクトロニクス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年11月13日

株式会社エスケーエレクトロニクス
取 締 役 会 御 中

Ｐ ｗ Ｃ 京 都 監 査 法 人
京都事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭 一 郎
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 下 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニクスの2022年10月1日

から2023年9月30日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は2022年10月１日から2023年9月30日までの第22期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、監査室（内部監
査グループ、内部統制・コンプライアンス推進グループ）及びその他使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査
を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会

社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の
執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また子会社については、子会社の取締
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、その業務及び財
産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3）連結計算書類の監査結果

会計監査人 PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年11月13日

株式会社エスケーエレクトロニクス 監査等委員会
常勤監査等委員 前 野 隆 一 ㊞
監 査 等 委 員 中 野 雄 介 ㊞
監 査 等 委 員 佐々木 真一郎 ㊞
監 査 等 委 員 立 石 知 雄 ㊞

（注） 監査等委員中野雄介、佐々木真一郎及び立石知雄は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。

以 上
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株 主総 会会場ご案内図
京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580番地

京都東急ホテル 2階 葵の間

■ 市バスをご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・ JR京都駅前バス乗り場より９、28号系統に乗車
「堀川五条」下車南へ徒歩約５分

■ 地下鉄をご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 烏丸線「五条」駅下車４番出口より西へ徒歩約15分
■ 阪急電鉄をご利用の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 京都線「大宮」駅下車 ▼ 市バス28号系統に乗車

「堀川五条」下車西へ徒歩約３分

ご来場の株主様へのお土産の配布はございません。
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